
不
法
投
棄
防
止
強
化
月
間

　

鹿
児
島
県
で
は
、
産
業
廃
棄
物
の
不
法

投
棄
等
の
根
絶
を
図
る
た
め
、
毎
年
11
月

を
「
不
法
投
棄
防
止
強
化
月
間
」
と
定
め

て
い
ま
す
。
期
間
中
は
、
不
法
投
棄
防
止

の
啓
発
活
動
や
不
法
投
棄
防
止
パ
ト
ロ
ー

ル
等
を
強
化
し
て
い
ま
す
。

　

不
法
投
棄
は
重
大
な
犯
罪
で
、
５
年
以

下
の
懲
役
、
１
０
０
０
万
円
以
下
の
罰
金

ま
た
は
こ
の
両
方
が
科
せ
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
機
会
に
一
人
ひ
と
り
が
、「
不
法
投

棄
を
し
な
い
。
さ
せ
な
い
。
見
つ
け
た
ら

す
ぐ
電
話
を
」
と
い
う
意
識
を
持
ち
、
不

法
投
棄
の
な
い
住
み
よ
い
地
域
を
つ
く
り

ま
し
ょ
う
。

　

産
業
廃
棄
物
の
不
法
投
棄
を
発
見
し
た

ら
、
大
隅
地
域
振
興
局
保
健
福
祉
環
境
部

ま
た
は
、
県
庁
廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
対

策
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

大
隅
地
域
振
興
局
保
健
福
祉
環
境
部　

　

☎
０
９
９
４

－
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県
庁
廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
対
策
課
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０
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労
働
保
険
の
加
入
は

お
済
み
で
す
か

　

11
月
は
「
労
働
保
険
未
手
続
事
業
一
掃

強
化
期
間
」
で
す
。
一
人
で
も
労
働
者
を

雇
用
し
て
い
る
事
業
主
は
労
働
保
険
（
労

災
・
雇
用
保
険
）
に
加
入
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

■
労
災
保
険
・
雇
用
保
険

　
労
災
保
険
は
、
労
働
者
の
業
務
中
ま
た

　

は
通
勤
時
の
災
害
に
対
し
、
雇
用
保
険

　

は
、
労
働
者
が
失
業
し
た
、
ま
た
は
育

　

児
休
業
や
介
護
休
業
に
よ
り
賃
金
が
低

　

下
し
た
場
合
等
に
必
要
な
給
付
等
を
行

　

い
ま
す
。
ま
た
、
事
業
所
向
け
に
は
各

　

種
助
成
金
の
支
給
を
行
い
ま
す
。

■
事
業
主
の
方
へ

　
ま
だ
、
加
入
手
続
き
が
お
済
み
で
は
な

　

い
事
業
主
の
方
は
、

　

最
寄
り
の
労
働
基
準

　

監
督
署
ま
た
は

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
へ
ご

　

相
談
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

鹿
児
島
労
働
局
労
働
保
険
徴
収
室

　

☎
０
９
９
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2
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鹿
屋
労
働
基
準
監
督
署
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鹿
屋
公
共
職
業
安
定
所（
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
）
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「
火
を
消
し
て 

不
安
を
消
し

て 

つ
な
ぐ
未
来
」
秋
季
全
国

火
災
予
防
運
動

　

火
災
が
発
生
し
や
す
い
時
季
を
迎
え
ま

す
。
生
命
と
財
産
を
守
る
た
め
に
、
火
災

予
防
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

■
期
間
　
11
月
９
日
（
木
）
～ 

15
日
（
水
）

■
住
宅
用
火
災
警
報
器

　
全
て
の
住
宅
に
設
置
が
義
務
化
さ
れ
て

　

い
ま
す
。
設
置
か
ら
10
年
の
場
合
は
、

　

本
体
の
交
換
を
お
勧
め
し
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

垂
水
市
消
防
本
部　

予
防
係

　

☎ 

32

－

1
0
1
9

ご
存
知
で
す
か

「
税
を
考
え
る
週
間
」

　

毎
年
、11
月
11
日
か
ら
17
日
ま
で
は
「
税

を
考
え
る
週
間
」
で
す
。

　

国
民
生
活
に
深
い
関
わ
り
を
持
っ
て
い

る
税
に
つ
い
て
、
そ
の
意
義
お
よ
び
役
割

を
分
か
り
や
す
く
説
明
す
る
こ
と
に
よ
り
、

国
民
の
皆
様
の
税
に
対

す
る
理
解
を
よ
り
深
め

て
い
た
だ
く
た
め
に
設

け
て
い
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
鹿
屋
税
務
署

　

☎ 

０
９
９
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▲詳しくは
　HPから

令
和
５
年
第
４
回

市
議
会
定
例
会
（
案
）

■
会
期
日
程

　

11
月
17
日
（
金
）
議
会
運
営
委
員
会

　

11
月
24
日
（
金
）
本
会
議
（
開
会
）

　

12
月
５
日
（
火
）
一
般
質
問

　

12
月
６
日
（
水
）
一
般
質
問

　

12
月
７
日
（
木
）
産
業
厚
生
委
員
会

　

12
月
８
日
（
金
）
総
務
文
教
委
員
会

　

12
月
14
日
（
木
）
議
会
運
営
委
員
会

　

12
月
15
日
（
金
）
本
会
議
（
閉
会
）

※
日
程
が
変
更
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
時
間

①
本
会
議　

10
時
～

②
一
般
質
問
等　

９
時
30
分
～

■
本
会
議
傍
聴　

　

ど
な
た
で
も
傍
聴
で
き
ま
す
。

■
請
願
・
陳
情
の
取
扱
い

　

会
期
中
の
審
査
に
付
す
場
合
は
、
11
月

　

16
日
（
木
）
が
提
出
期
限
で
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

議
会
事
務
局　

☎
内
線
３
５
８

▲詳しくは
　HPから
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